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注 意 事 項

□ 警察への通報
切断形跡のある送電ケーブルの持ち込み、複数回の送電ケーブルの持ち込みなど、
少しでも不自然な点があるときは、警察に通報してください。

□ 同業者間における情報共有
太陽光発電施設における被害や、送電ケーブルの持ち込みを行う者に関する情
報を、事業者間で共有を図るようにしてください。

□ 相手の身分等の確認
不自然な点を確認したときは、可能な限り、相手の住所、氏名、連絡先等を確認し
て記録化してください。

愛知県内において、太陽光発電施設の送電ケーブルを狙った窃盗事件
が多発しています。
主に太陽光パネルからパワーコンデショナー（電圧変換機）に至る送
電ケーブル（銅線）が切断され盗まれています。
盗まれた送電ケーブルは、金属等取扱業者へ持ち込まれることも予測
されます。
切断形跡のある送電ケーブルが持ち込まれたときは、安易な買取に応
じることなく、次の注意事項に配意してください。


